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（第１回変更）











（参考様式３）参考図面

計画の名称 精華町における町営住宅の長寿命化と居住環境の向上（第2期）

計画の期間 令和3年度　～　令和7年度　（5年間） 精華町交付対象

Ａ１５－００２　公営住宅整備事業等

　　　　　　　　　（公営住宅等ストック総合改善事業）

　　　　　　　　　■味噌柿団地他　計５９戸

Ａ１５－００１　公営住宅整備事業等

　　　　　　　　　（公営住宅等整備事業）

　　　　　　　　　■出森団地・佃団地　計６０戸

Ｃ１５－００1　既存団地集約（建替）関連事業
　　　　　　　　　■入居者移転、既存住宅除却、用地測量等出森団地

佃団地

味噌柿団地



地域住宅計画

令和 3 年度 ～ 7 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

※「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成17年法律第
79号）」　第６条第１項に基づく「地域住宅計画」

 計画の名称 精華町における町営住宅の長寿命化と居住環境の向上（第2期） 地域住宅計画の名称 精華町地域

 都道府県名 京都府  作成主体名 精華町

 計画期間

　精華町は、京都府の南西端に位置し、町域面積は約２６㎢を有しており、人口は約３万７千人、世帯数は約１万５千世帯で、西部と
南部はなだらかな丘陵、東部には平坦な農地が広がり、東端には木津川が流れている。
　町としての歴史は、昭和２６年に川西村、山田荘村が合併して精華村が誕生し、昭和３０年に町制を施行した。
　町政施行当時は、農村的な地域社会が形成されていたが、昭和４０年代より、京都、大阪、奈良のベットタウンとして、小規模な住
宅開発が進み、昭和６０年以降は、けいはんな学研都市（関西文化学術研究都市）開発に伴う先進的な研究施設の立地、大規模な住宅
開発が進展しており、人口が急激に増加している。
　本町の町営住宅の状況としては、現在、５団地１５１戸の町営住宅を管理しているが、昭和５６年以前の旧耐震基準において建設し
た木造住宅８戸、簡易耐火住宅６０戸の計６８戸の住宅は、いずれも老朽化が進み、今後５年以内には全て耐用年数を経過することと
なる。

○耐用年数を迎える老朽化した町営住宅が全体の４割以上を占めており、修繕等の維持管理コストが増加しているとともに、耐震基準
に適合していないことから、維持管理コストの軽減、安全安心な住宅供給に向けた整備が必要となっている。
○建築後２５年以上経過している町営住宅については、屋根・外壁等の劣化が進行しており、長寿命化改善を行い長期的な活用を図る
必要がある。



単　位 基準年度 目標年度

町営住宅の耐震化率 ％ （耐震基準を満足する戸数）/（全管理戸数） 55% R3 100% R7

町営住宅の長寿命化型改善実施済住戸の
割合

％
（長寿命化型改善実施済戸数）/（維持管理
対象戸数）

0% R3 46% R7

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標
・耐用年数が経過し耐震基準に適合しない住宅の建替えを行い、修繕等の維持管理コストを縮減するとともに耐震化率の向上を図り、安全安心
な住宅を供給する。
・予防保全的な観点から屋根・外壁等の長寿命化型改善を行い、更新コストの削減と事業量の平準化を図る。

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

(1) 基幹事業の概要
公営住宅等整備事業
　・耐用年数を経過する住宅の建替事業の実施（出森団地・佃団地（計60戸））

公営住宅等ストック総合改善事業
　・屋根・外壁改修等の長寿命化型改善事業の実施（味噌柿団地他（計59戸））

(2)提案事業の概要

(3)その他（関連事業・効果促進事業など）
既存団地集約（建替）関連事業
　・建替事業を円滑に推進するために必要な事業（入居者移転、既存住宅の除却、建替予定地の測量の実施等）



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内

事業費
１２棟６０戸 587.0 

１３棟５９戸 132.0 

719.0 

関連事業（効果促進事業）

交付期間内

事業費
既存団地集約（建替）関連事業 3.0

3.0 

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

－

－

－

－

公営住宅整備事業等（公営住宅等整備事業） 精華町

公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業） 長寿命化型改善（屋根・外壁他） 精華町

合計

細項目
入居者移転、既存住宅除却、用地測量等 精華町

合計

事業 事業主体 規模等

事業 事業主体 規模等

事業（例） 事業主体 規模等



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項
　特になし

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

　特になし

　特になし

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の
特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）






